
随意契約理由書 

 

件名 住宅地図データ及びメッシュ統計地図データ購入 

契約者名 株式会社 ゼンリン 

法令根拠 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

随意契約の理由 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画を検討するために、居住者やその人口、地形地物等を神戸

市全域で網羅的に把握する必要があり、これらの仕様を満たす地図デ

ータを提供できるのが株式会社ゼンリンのみであるため、随意契約を

行うものである。 

 

 

 

担当部署 

（問合せ先） 
都市局都市計画課調査係（952-4525） 

 


